
【研究論文】

児童養護施設の自立支援におけるむすびつき創出のための課題

ナラティヴ ・アプ ローチ との関連か ら

高橋菜穂子

1.は じめに

社 会福祉 にお け る支援 の展 開 をめ ぐって、従 来、そ

の関心の多 くは制 度や政 策 の動 向 に注 がれ て きた。 し

か し近年 、 その よ うなマク ロな視 点 では とらえきれ な

い臨床や 、 具体 的実践 のあ りかた を、 当事者 の視 点か

ら明 らか に しよ うとす るアプ ローチが 台頭 して い る。

この よ うな動 向 は、医療 現場、 あ るい は福祉 現場 にお

け るナ ラテ ィ ヴ ・モデル の登場 に影 響 を受 けて い ると

考え られ る。 ナ ラテ ィヴ とは、広 義の言 語 に よって語

る行為 と語 られ た もの を さし(や まだ,2007)、 実在 概

念か ら関係 概念 へ と向か う大 きな認 識論 的転 回 に基 づ

くもので ある。 野 口(2005)は 、福祉 の実 践 を基礎 づ け

る理 論モデ ル の変遷 をた どり、ナ ラテ ィ ヴ・モ デル が、

従来 、社会 にお いて 自明視 されて きた 「問題 」の実在

そ の もの を疑 うとい う点 にお いて、 これ まで の福 祉 の

あ り方 を根 本的 に変革 す るモ デル であ る と述べ る。 さ

らに、ナ ラテ ィ ヴ ・モ デル に基 づ く と、福 祉実践 の 目

標 も、個人 の適応 や社 会の改 良か ら、 新 たな言語 と意

味 の創 造 へ と転 回す るで あ ろ うと指摘 して い る。 「問

題 」 の原 因 を明 らか に し、そ こへ 専 門家 が専 門的 技能

を駆使 して手 立 てを加 える こ とに よって、 事態 の改善

を 目指 そ うとい う、従来 の福祉実 践の枠組 み に対 して、

新 た に、「問題 」が いか に社 会行為 の 中で形作 られ て き

たか、 そ して我 々がそれ を どのよ うに意 味づ けて きた

かに関 心が注 がれ る よ うにな ってい るので あ る。 これ

は、福祉 の実践 は 、政 策や制 度 の展 開 か ら トップ ダ ウ

ン的 に論 じられ るだけで は十 分 に理 解 で きず 、福祉 実

践 の具体 的展 開にお け る、 当事者 の相互 行為や 語 りに

目を向 ける必要 が ある とい う認識 が広が って い るこ と

に起 因す るで あろ う。

この よ うな動 き と関連 し、児 童養 護の支 援 実践を め

ぐっ て も、 近年 、そ の実践 を論 じるにあ たっ て、大 き

な転換 が求 め られ て い る。施設 に入 所 してい る子 ども

の 「問題 」、あ るいはそ の家族 の 「問題 」をみ る視 点そ

の もの が根本 的 に揺 ら ぐなか、 どの よ うに子 どもを支

援 して くべ きな のか?そ の答 えは、児 童養護 の当事者

として の子 ども、 あ るいは最 も身近 な存在 と して子 ど

も とか かわ る職 員 の視点 へ近づ くこ とか ら しか 明 らか

にでき ない のでは ない だろ うか。 児童養護 の現場 で起

こる具体 的実 践の 中か ら、子 どもの生 き る世 界や 、他

者 との関係 のあ り方 を とらえ、 ともに支 援 のあ り方 を

模 索 す る ことが必要 とな ってい る。

本稿 は 、上記 の よ うな 問題 意識 に立 ち、児童 養護 に

お ける支援 、特 に、子 どもの退所 を めぐる支援 の展 開

を、福祉 政 策 の動 向 とともに概 観 し、そ の具体 的実践

の課題 と展 望 をナ ラテ ィヴ ・モデル との関連 で論 じる

もの であ る。

2.児 童 養護 施設 にお け る自立 支援

(1)児 童養 護施設 退所 者 をめ ぐる動 向

児 童 養護 施 設 に入 所 して い る子 どもは、原 則 と し

て18歳 を超 え る と施 設 を退所 しな けれ ば な らない。し

か し、施 設 を退所 した後 の、彼 らへ の支援 は現行 の法

体制 の 中で はほ とん ど整備 され てお らず、児 童養護施

設 を退所 した後 、多 くの子 どもは親 か らの支 援 もあて

に で きず 、施設 との関わ りも途切 れ、 身寄 りの ない状

況 で社 会 に放 り出 されて しま う。 厚生 労働 省 ・社会保

障審 議会 ・児 童 部会(2011)に よれ ば、施 設 に入所 して

い る子 どもの うち、 高校卒 業後、 大学等 へ進 学 した子

どもの割合 は2010年 で13%1で あ り、 高校 を卒業 し施
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設 を退所 した後、多 くの子 どもは就職 し自分 で生計 を

立て なが ら暮 らす こ とにな る。 しか し、高校 卒 業後 に

就 職 した児童養 護施 設退 所者 の離職率 は、 全 国平均 と

比 べ ても高 い比率 を示 してお り2、施設 を退所 した後 に

自宅 に引 き こもった り、仕 事が長 続 き しな い といっ た

問題 が多 く指摘 され てい る。2007年 に行 われ た大 阪の

「若 年不 安定就 労 ・不 安 定居住者 聞 き取 り調 査」では、

調 査対象 とな った20代 か ら30代 の不安 定居 住者76

人 の うち、10人 が施設 へ の入 所経 験が あっ た こ とが明

らかにな ってい る(特 定非 営利 活動 法人 釜 ヶ崎 支援

機 構,2007)。 妻 木(zoii)は これ に対 して 「ホー ム レス化

す る施 設経 験者 」 とい うシ ョッキン グな問題提 起 を行

っ てい る。

この よ うな、施 設経験 者 の、退所 後の 不安 定な生 活

が徐 々に問題 視 され始 め、法整備 を求 める声 が徐 々に

高ま りつつ あ る。 そ もそ も、児童 養護 にお け る 自立 支

援 の法 的整備 は、1997年 の児童 福祉 法改正 に伴 い 、社

会 的養護 を担 う施設 の 目的 に 「自立支 援」 が加 え られ

(児童福祉 法 第41条 、44条)、 「保護 か ら 自立支 援へ 」

と児童福祉 法 の基本理 念 が転換 した こ とに基 づ いて い

る。 これ に よ り、 これ までの 「保 護 の対 象 と しての子

ども」とい うとらえ方 か ら、 「権利 の 当事者 と しての子

ども」 とい うとらえ方 へ と子 ども観が 転換 して い る。

さ らにこの改正 に 関 して 、1998年 に 「児 童養 護施 設等

にお ける児 童福祉 法 の一部 を改正 す る法 律 の施 行 にお

ける係 る留 意点 につい て」 とい う通知 が出 され、 ここ

で は、児童 養護施 設 の 自立支援が 「施設 内 にお いて入

所児 童 の 自立 に向 けた指導 を行 うことの他 、 入所児 童

の 家庭環境 の調整 や退 所後 も必要 に応 じて助 言等 を行

うこ と等 を通 じ、入所 児童 の家庭復 帰や社 会 的 自立 を

支援 す るこ と」 と定義 され た。2005年 度 の児童 福祉 法

の 改正で は、それ ま で各施設 の努力 義務 と して放任 さ

れ て きた退所 者へ の ア フターケア が児童養 護施 設 の業

務 として位 置づ け られ るこ とにな り、そ の法 的保障 の

必要性 は行政 レベル で も認識 され るに至 って い る。 そ

れ に応 じて 自治体 レベル で も退所者 支援 に向 けた具 体

的 な整 備が行 われ つつ あ る。2011年 か ら京都 市が新 た

に、 退所後 も施設職 員 が継続 して子 どもの見守 りを続

け られ るよ う、非 常勤職 員 を増員 した り、居 住 費用 の

一部 を負担す るな ど
、退 所 後のサ ポー トを強化 す る3こ

とな どか らも、今 ま さに退所後 の支 援 をめ ぐる取 り組

み が始 ま りつ つあ る こ とが うか がえ る。

しか し、 実際 には法 改正 に よ って、 退所 後 の支 援 を

実施 す るた めの職員加 配や 経費補助 とい った、退 所支

援 実施 に必要 な新 たな措 置が加 え られ たわ けで はな く、

職員 は これ ま で通 りの業務 を こな しな が ら並行 して退

所者 支援 の業務 をお こな ってい かな けれ ば な らな い現

状 であ る。 そ のた め、退所者 の ニー ズに十分 こたえ る

こ とがで きず、 退所者 も困惑 し、現 場 もジ レンマ を抱

え てい る(伊 藤,2010)。

そ の よ うな状 況の なか、施設 を退 所 した 当事 者 が主

体 となっ て居 場所 づ くりや勉 強会 な どの活 動 を行 う当

事者 グルー プ の活動 が全国 的に広 ま りつ つ あ り、2006

年 には、児童 養護 施設 で生活 して いた人達 の孤 立防止

と施設 で生活 してい た人 達 の声が養護 や政 策 に活か さ

れ るこ とを 目指 し、全 国で初 めて 当事者 参加 型 のNPO

法 人 を立 ち上 げ てい る。

(2)社 会 的養 護 出身者 に よる当事者 活動 の発足

社 会的 養護 の 当事者 は、施設 の退所 に際 して、 どの

よ うな支 援 を求 めてい るのだ ろ うか。 そ の一端 は、 当

事者 の 自助 グル ー プの発 足 に見 て取 る こ とが出来 る。

上述 の よ うに 、2000年 以 降、社会 的養護 当事者 に よる

当事者活 動 は活 発化 してい る。代表的 な もの と しては 、

東京 の 当事者 を 中心 と した 当事者 団体 「日向ぼ っ こ」

や 、 大 阪 の 当事 者 を 中 心 と した 当 事 者 団 体 「CW

(Children'sViewsandVbices)」 の活動 があ る。活動 の

主 な もの としては、相 談事業 、ニ ューズ レター の発行 、

講演 会、 シ ンポ ジ ウム、研 究会 の開催等 が あ る。 また

当事者 団体 の多 くが 活動 の第一 に 「居場 所活 動」 を挙

げ てい る(田中,2010)。 この こ とか ら も、退所 者 に とっ

て、社 会 にお け る自分 自身 の よ りどころ、他者 とのあ

いだ のむす びつ きが求 め られ てい る こ とが うかが える。

これ らの当事者 団 体の運 営 目的 は、児童 養護 施設退

所者や 、現在 入所 してい る子 どもが、安 心 でき、つ な

が りを実感 で きる場 を作 るこ と、 さ らに当事者 の声 を

集 め、行 政や 市 民に発 信 し、 問題 を共 有 しな が ら福祉

政 策 の改 善 を 目指 そ うとす るこ とにあ る。 当事者 活動

が活発 とな り、 そ こで発 せ られ た声 が社会 的養護 に直

接 携 わる人 のみ な らず 、社会 的 に幅広 く受 け止 め られ

る こ とに よって 、社 会 的養護 に関す る制度 の変 革 につ

なが ってい く こ とが求 め られ る(内 田,2011)。 施設 経験

者 の声 が、現在 施設 に入 所 してい る子 どもた ちの声 と
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往還 的にむす び つ く ことによって こそ・施 設 の支援 実

践 の改善が進 む で あろ うと考 え られ る ので ある。

(3)自立 とは

施設 の退所 に伴 い、 身寄 りの ない状 態 で社会 に 出て

いか なけれ ばな らな い多 くの子 どもた ちに とって、退

所後 に どの よ うな生活 を送 るか とい う将来 へ の見立 て

は、施設 に入 所 してい る間 か ら切実 な関心 事 であ り大

きな不安 要素 で もあ る。 ま た、子 どもた ちを支援 す る

側の施設 で も 「自立支援 」 として、子 どもが施設 を退

所 した後 を見 通 した支援 が重要 な位置 を 占め る。

しか し、 現行 法 の なか には 、 「自立」 につ いて の明

確 な定義 づ けは行 われ てお らず 、諸概念 が 、体系 的な

整理 が な され ない まま、 あい まいに重 な り合 っ て成 立

してい る とい うこ とが分 か る。望 月(2004)に よれ ば、

児童養 護 にお け る 自立 とは、身辺 自立 、社会 的 自立、

精神 的 自立の3層 か らな る もの であ り、栗 山(2005)

によれば、 「身 体 ・心理 ・精神 ・社 会 ・経済 ・職 業」的

自立 とい う諸側 面 の要因 か ら構成 され る もので ある。

この ことか らも分か る よ うに、施設 経験者 に とっ ての

自立 とは、 単 に施 設 を退所 し、就職 す る ことや 、奨 学

金 を得 て進 学す る こ ととい った経済 的 な 自立 のみ を指

す よ うな一 面的 な ものでは ない。 自立 とい う言葉 には

単純化 して示 す ことの難 しい複雑 な要 件 が絡み合 って

お り、 あい まい に と らえて いるだ けでは 、具体 的 な実

践の指針 とす るこ とはで きない。 言葉 の もつ意 味それ

自体 を問い直 してい く ことが 必要で あ る。

それ と同時 に、 自立支 援 を施 設 にお け るケア の中 で

いか に実現 して い くかが大 きな 問題 とな る。Proppら

(2003)は 、従 来 、 自立 とい う概念 が社 会的養 護 の文 脈

で用 い られ る時 には、子 どもが他 を頼 らず 自分 の力 で

生活 を成 り立 たせ る こ とを意 味 してい たた め、い っ た

ん施 設 を退 所 した後 に子 どもが職 員 を頼 って くる こと

が、子 どもにも職員 に もネ ガテ ィ ヴに とらえ られ て し

ま う傾 向が あった と述べ 、それ に代わ る新 たな概念 と

して 「間 一 自立(interdependence)」 を提 唱 して いる。 こ

こでは、他 者 の力 を借 りつ つ 自立 に向 か うまでの プ ロ

セ スが想 定 され てお り、そ こで の子 どもへ のエ ンパ ワ

メン トが重視 され る。 田中(2010)は 、社 会的 養護 の 退

所者 が 自立に 向か うた めには、安 定 した 自分 の居場 所

の保証 が前 提 とな る と述べ 、村井(2002)は 、退所 者が 、

これ まで の人間 関係や 生活環 境か ら離れ 、新 しい課題

にチ ャ レンジ しよ うとす るとき、失敗 した り、 不安に

な るこ とが あ って も無条 件に 自分 を受け入れ て くれ る

場 所 を必 要 とす る と述べ る。退所 者 の 自立 を支 えるた

めに は、退所 者が新 しい 生活環境 の 中で居場 所 の獲得

す るこ とを支 える とともに、帰 って くる こ とが できる

場 所 と して、 いわ ば 自分 を受け入 れ て くれ る 「ふ る さ

と」の よ うな場 と して施設 を機 能 させ てい くこ とも重

要 であ る。

山縣(2009)は 、児童 養護 施設 に お け る退所 支 援が、

大 き く リー ビ ングケア とアフター ケ ア とい う二つ の特

性 を備 えてい ると述べ る。リー ビン グケア とは、 「退所

準備 のた めの ケア」 と訳 され る概念 で あ り、子 どもへ

の 日常的支 援 の上 に、主 には施 設退 所後 の社会 的 自立

を前 提 に生活拠 点の変化 を視野 に入 れ、そ れ に特化 し

た援助 の視 点や 方法 を強調す る もので ある。そ れ に対

してア フター ケア とは、施設 を退所 した後 の相 談や援

助 を指 す概 念 であ る。

そ の よ うに考 え る と、 「自立」 とは単 に施 設 を出 る

時点 を指す ものでは な く、施設 を 出た後、退 所者 が真

に心理 的 ・社 会 的な安定 を築 く ことがで きる こ とを指

す もので あ り、 「自立支援 」とはその よ うな状 態へ と向

か うプ ロセ ス を支 え るこ とで ある と考 え られ る。

しか し、前 述 のよ うに、退 所後 の子 どもへ の支援 は、

必 要 な人 員 の加 配や 資源 の確 保 が十分 に達成 され てお

らず 、個 々 の職 員 に よる、 日常業 務 の合 間 を縫 った、

私 的な取 り組 み に委 ね られ て きた。 よって、 これ らの

支援 につ いて は、取組 の体 系化 と、施設 の機 能 と して

の整 備が 求 め られて い る。

3.福 祉 の実践 とナ ラテ ィヴ ・モデル

児 童養護 施設 の 自立支援 をめ ぐって は、従 来そ の関

心 の多 くは制度 や政策 の動 向に向 け られ、 日常にお け

る具 体的実 践へ の関心 は少 なかっ た。 しか し近年 、児

童養護施 設 にお け る実 践動 向 として、アセ ス メン トに

基づ く自立支援 計画 の作成 と実 践 と、社会構 成 主義 に

基づ くナ ラテ ィ ヴ ・モ デル に代表 され る当事者 の語 り

を尊重 した実践 とい う二つ の方 向性 を見 出す こ とがで

き る(林,2004)。 従 来 は、子 どもの 「問題 」や家 族の

「問題 」 に焦点 をあて 、客観的指 標 を用い てそれ らを

測 定 し、問題 改善 に向 けた実践 を、制 度や政 策 の枠 組

みか ら行 お うとす るア プ ローチ が一般 的で あ った。 し
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か し、新 たな アプ ローチ と して、「問題 」の実在 そ の も

のを問 い、 当事者 の視 点 に寄 り添 い、彼 らの 意味 づけ

か ら実践 の質 を変容 させ て い こ うとす る、ナ ラテ ィ

ヴ ・アプ ロー チが台 頭 して いる。ナ ラテ ィ ヴ的な もの

の見方 は、 自然科学 パ ラダイ ムに代表 され る論 理実 証

モー ドと区別 され(ブ ル ーナー,199811986)、 種 々 の複

雑 な文脈 の 中で、人 と人 との 関係 性 を通 じて 、人が 己

の体 験 を どの よ うに意味 づ けて い るのか を とらえ よ う

とす る。 こ ういった アプ ローチ は ソー シ ャル ワー クの

専 門性 にお い て も抜本 的 な変容 を もた らしてい る。野

口(2002)は 、 ソー シ ャル ワー クの専 門性 にお いて、

ナ ラテ ィ ヴ ・アプ ロー チ が乗 り越 え よ うとす る三 つの

前 提 として 、 「内在 化」、「専 門知」、 「客観 主義 」をあげ、

さらに新 しい専 門性 として 「外在化 」、 「無知 の姿 勢」、

「リフ レクテ ィング ・チー ム」 を挙 げ ててい る。 この

よ うなアプ ロー チを児童 養護 の現場 で の実践 に照 らし

合 わせ る と、第一 に、 「問題 」の原 因 を、子 ど もや家 族

の内部 に求 め るこ とは で きない とい う認識 に 立つ こ と

が で きる。そ して 、 「問題 」が様 々 な文 脈や 関係 性 のな

か でい かに構成 され るか とい う点 に焦 点 をあ て るこ と

で 、他者 との相 互行 為 の中で 、子 どもが いか に 自分 の

生 き る世界 や 、 自分 の 「問題」 を意味 づ けて い るのか

とい うこ とに近 づ こ うとす る。 また、 子 ど もや職 員 が

生 き る世界 を、 当事者 であ る彼 ら以上 に知 って い る人

はい ない とい う認 識 に立 ち、支援 実践 の展 開 にお い て

も、福 祉政 策 に よって枠組 み をあ らか じめ用 意す るの

で はな く、 当事者 の 自由な語 りを通 じて生 き る世 界 を

共 有 し、そ こか ら彼 らを理 解 し、支 援 のあ りか たを模

索す る とい う方 向 を 目指す。 そ して、研 究者 、 あ るい

は専 門的な 立場 の職員 で あって も、中 立的 な立場 か ら

子 ども とか かわ るので は な く子 どもの生 きる文脈 に寄

り添 い、相 互 的 なかか わ りを続け る中 で、 と もによ り

よい実 践へ と向 かお うとす るので あ る。

児童 養護 施 設 に入所 して い る子 ど も達 に対 して も、

そ の生 い立 ちや家庭 の不 全 を 「問題 」 ととらえ、 さら

にそ こか ら影 響 を受 け た子 どもの さま ざま な行 動 を

「問題行動 」 と とらえ、そ の 「問題 」 に対 して 「専 門

家 」 として の職員や研 究 者が かか わる とい う視 点 を脱

し、 「問題 」 を 「問題 に染 まった物語 」 として と らえ、

当事者 の語 りを共有 す る中か ら支 援 を展 開 してい く と

い う新 しい実 践へ と向 か うこ とがで き るので あ る。 そ

れ らの実 践 は、法律 や制 度か ら トップダ ウン的 に論 じ

られ るもので はな く、 当事者 の具体 的な実 践 を通 して

実現 され る もので あ る。 そ して、 この観 点 に立 てば、

自立支 援 とは 、単 にアセ スメ ン トを通 して計画 を立 て

る とい うこ とに と どま らず 、子 どもの人 生 を ともに と

らえ直 し、退所 後、 子 どもが どの よ うに生 き るのか、

当事者 の語 りを尊重 しな が らともに作 り出す 実践 その

もの であ る と理解 す る こ とがで きるで あ ろ う。

4.児 童養護施設職員の語り

(1)児 童養護施設職員とは

社会において、施設経験者や、児童養護の当事者

への関心が高まり、福祉領域全体で、専門性におけ

る新しいアプローチが展開される中、児童養護の実

践も変容を迫られている。

その実践において当事者となるのは、児童養護施

設に入所している子どもにとって最も身近な存在で

あり、入所から退所するまでを通して、 日常的に彼

らの支援にあたる児童養護施設の職員である。児童

養護施設において、子どもへの日常的支援を行うの

は、保育士や児童指導員に代表される直接ケア職員

である(山縣,2005)。現行の児童福祉施設最低基準第

42条 では、児童指導員及び保育士の総数は、満三歳

未満の幼児に対 して二人につき一人以上、満三歳以

上の幼児四人につき一人以上、少年六人につき一人

以上とすると定められ、限られた人員で子どもへの

支援にあたっている。児童福祉施設において行われ

る職員の業務は、レジデンシャルワークと呼ばれ、

これは、すべての子 どもに共通した成長の支援に加

え、子どもが施設で生活 していることに伴う固有の

業務として、家族再統合に向けた取 り組みや、自立

支援 といった役割を含むものである(山縣,2005)。

伊藤(2007)は、児童養護施設に求められるレジデン

シャルワーク機能として、「養育 ・保護機能」「教育的

機能」「治療的機能」「家族援助機能」「地域支援機能」

「自立支援機能」をあげている。ここでは、子どもへ

の保護 ・養育などの直接的支援に加え、親子関係の調

節、地域との関係作 りといった子どもを取り巻くシス

テムへの働きかけや、退所後を見通した自立への支援

が含まれていることが重要である。児童養護施設に入

所している子どもの約9割 に両親または片親が存在す
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る(全国社会福 祉 協議 会,2009)と い う状 況 の 中で、子 ど

もた ちは、 なぜ 自分が家族 と離れ て施 設 に入所 しな け

ればな らない のか 十分 に納 得 しがた いま ま親 と離 れ て

生活 す る こ とを余儀 な くされ てい る(楢原 ・藤 澤,2009)。

その よ うな子 どもの複雑 な心情 に対す る配 慮や 、親子

双方 に働 きか け親子 関係 を調節 してい くよ うな、家族

への支援機 能 が必 要で ある。 さ らに、 これ まで述 べ た

ように、子 どもが施 設 を退 所 した後 に、 どの よ うに社

会に出 て生 きてい くの か とい うことを見通 し、 日常的

実践 を担 って い く必 要が あ る。

(2)職 員 の語 りを とらえる研究

上記 のよ うに、 多重 の実 践 を担 って い る児 童養護 施

設 の職 員 に対 して 、彼 らの実践へ のま な ざ しを、彼 ら

の語 りの中か ら明 らか に しよ うとす る研 究 は これ ま で

ほ とん ど見 られ な かった。児 童養護 の支 援 を具体 的実

践 のなか か ら論 じるた めには彼 らの声 を掬 い上 げ るよ

うなアプ ローチ が求 め られ てい る。

高橋(2011)で は、1名 の児童養 護施 設職 員(A先 生、

女性 、イ ンタ ビュー実 施時57歳 、勤続年 数10年)へ

のイ ン タビュー デー タの詳細 な検討 か ら、児 童養護 の

現場 にお ける支援 の当事者 の視点 を と らえ、彼 らの実

践の意 味づ け を明 らかに してい る。 ここで は、児童 養

護 施設 にお け る 日常的 な支援 の実践 は、施 設 に入所 す

る前 の子 どもの生 い 立ちや、 育っ た家庭 、そ して施 設

を退所 した後 に子 どもが身 を置 く社 会 との連 関の 中で

展開 されて い る とい う職 員 の実践へ の まな ざ しが 明 ら

かに されて い る。

以 下で は、 高橋(2011)の なか で、 自立 支援 にかか わ

る語 りを一部 抜 出 し、 支援 の当事者 の語 りの 中か ら、

自立支援 に対 す るま な ざしを提示 したい。

自立 支援 は従来 、退所 前 か ら独居 生活 を視野 に入 れ

た生活援 助や 、社 会的 自立 を 目的 とした退 所後 の ア フ

ター ケア を意 味す る場合 が多 く、そ の対象 は 中高生 に

限定 され る傾 向 にあ った。 しか し子 どもの退所 後 の生

活 を安 定 した ものに してい くため には、 む しろ 日常 的

ケア の積 み重 ね の方が 重要 とな る(林,2004)。 職 員の 実

践 は以 下の語 りに象徴 され る よ うに、 日常的実 践 のな

かか ら、退所 後 を見通 し、退所 後 の生活 を安定 させ よ

うとす る もので あった。

私 たちの見 て る視線 は、も う、18で 出てか ら しか見

てな いんです 。そ こか ら逆算 して、や って るん です。

ここで語 られ る 「逆算 の子育 て」 とは どのよ うなも

のな のだ ろ うか。 こ こで は、以下 の語 りに見 られ るよ

うな支援 がそ れ にあた る と考 え られ る。

だか ら、縦。縦割 りの、あの、育 て方。そ の指導 を、

職員 に指 示す るよ うにな ったんで す。 それ を言 葉 を落

として いか なな らん のです 。こ うい うこ とを してた ら、

そ れ は、 どこか ら出て るんや。 これ は小学校 の時 に。

うん。小 学校 の時 にちゃ ん とこ うい うこ とを しとかへ

ん か ったか ら、それ が出 てるんや。 じゃあ、小 学校 の

時 にそれ がで きひん かっ たのは、どこか らきて るんや 、

幼児 か らや 。幼 児か らで きてない か らや ん。

まず、 それ ぞれの子 どもが退 所す る ときに身 に着 け

て お くべ き課題 を設 定 し、 そ こか ら順 に、 各年齢 に応

じた課題 を 「落 として 」い く。そ して、それ を も とに、

そ の時そ の時 に身につ け られ るべ き こ とを子 どもに指

導す るとい う。これは 、 「縦割 りの育 て方」と語 られ る

よ うに、子 どもの発達 軸 に対す る一 貫 したパ ー スペ ク

テ ィブ をも とに行われ る ものであ る。

さらに 、以 下でA先 生 は、退所 後 を見通 した際 、必

要 な実践 を 「キャ ッチ ボール」 とい う印象的 な言葉 を

用い て語 ってい る。

私 はね 、そ の 、(子 どもが)18(歳)で 出 て行 った

ら、変 な言 い方や け ど、世間 に、 キャ ッチ ボール を し

たい んです 、世 間が、受 け止 めて ほ しいん です。 ここ

の、施設 の子 どもた ちを。 そ の、受 け止 め て も らうた

め にいい球 を放 ります よ。 そ の時 に、 肩すか しを食 わ

ない 、世間 であ ってほ しいんです 。

児童養 護施 設退所者 は、退所 を機 に身寄 りのな い状

態で社 会 に放 り出 され、 フォ ロー の少 ない状 態で 自ら

生計 を立て 、 自活 して いかな けれ ば な らない。 ま さに

暗中模 索 ともい える よ うな状況 の中で 、従来 の 自立支

援 政策 、制度 の枠 では と らえ るこ とのできな い 「む す

びつ き」 を求 めて い る。 その よ うな 「むすび つ き」 を

作 り出す た めに、施設 では、社会 資源 をつな ぎ、人 的

ネ ッ トワー クを駆使 し、 さらに、施 設 にお ける 日常 的

実践 で は子 どもに必 要 なスキル を身に着 け させ るため

の支 援 を行 う。そ して、子 どもが施設 を退 所 した後 は、
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社会 と施 設 とのむすび つ きのなか で子 どもを見守 って

い きたい とい うまな ざ しが浮 かび 上が る。 子 どもは施

設 と社 会 を往 還す るよ うなダイナ ミクスの 中で育 ち、

こ こでは、 この よ うな往 還 プ ロセ スが 自立の過程 であ

る ととらえ られ てい る と考 え られ る。

(3)必 要 とされ るむす びつ き とは

児 童養護 施設 に入 所す る子 どもに対 して 、退所 を見

据 え た支援 を展 開 して い くた めに は、 これ まで見 て き

た よ うに、施設 に入所 してい る期 間 か ら リー ビングケ

アを行 ってい くことが必 要で ある。それ は、高橋(2田1)

の語 りの事 例 で は、 「逆 算 の子 育 て」、 「縦割 りの育 て

方」 とい った言葉 で語 られ た もので ある。退所 後 を見

据 え、施設 に入所 してい る期 間か ら行 われ る実践 とし

て、 筆者 は特 にナ ラテ ィ ヴ ・モデル の影 響 を受 けた、

ライ フス トー リー ワー ク(Ryan&Walker,2007;Chamis,

2002)や 「ことば と絵 」のプ ロセ ス(ターネル ・エセ ッ

ク ス,200812006)の よ うな アプ ロー チ が不 可欠 で あ る

と考 える。 これ らは も とも とイギ リスで社 会的養 護 を

受 ける子 どもた ちのた め に開発 され た支援 プ ログ ラム

であ り、 自分 の生 い立 ち をス トー リー と して構成 し直

す プ ロセス を通 して、子 どもの成 育歴 や家族 にまつ わ

る事情 を整 理 し、受 け止 め てい くた めの具体 的過 程 が

示 され てい る。 こ うい ったナ ラテ ィ ヴ ・モデ ル に基づ

く支援実践 を、 日本 の児童 養護 の実践 に取 り入れ よ う

とす る研究 もみ られ る(楢 原,2009な ど)。施 設 を退所

した後、新 た なむすび つ き を生み 出 してい くた めには、

こ うい った過 去 の生 い立 ちの と らえ直 しの実 践が 不可

欠 であ る。 なぜ な ら、 過去 の体験 や、 自らの 生い 立 ち

は 、現在 の 自己に影響 を与 え るだけで な く、施 設 を出

て、他者 との新 たな 関係 性 へ と向かお うとす る ときや 、

未 来 の 自分 を志 向す る ときに も、 一貫 して影 響 を与 え

続 け るもの で あるか らで あ る。

さ らに、児 童養 護施設 を退所 した後 、 さま ざま な社

会資源 を活用 し、社会 の 中に居場所 を見 出 してい く過

程 を支援す る こ とももち ろん重要 であ る。これ は、個 々

の職員 や子 どもの努力 のみ で成 り立つ もので はな く、

さま ざまな社 会資源 や人 的ネ ッ トワー ク との連 関 の中

で達成 さるもの であ る。 こ ういっ たむす びつ きの創 出

こそ 、退所 支 援 におい ては重 要 とな る。 こ ういったむ

す び つきは、 マ ニュアル 化 された り、固 定化 したつ な

が りでは な く、個 々 の実践 にお いて柔軟 にむす びつ く

ア クテ ィヴな もので あ るだろ う。 なぜ な ら、子 どもの

生 きる世界や 家族 との関係性 はそれ ぞれ 全 く異 な り、

一 概 に論 じる こ とは で きない か らであ る
。 村瀬(1995)

は、対人 援助 場面 にお い て 「つ な ぐ」 とい う実践 を重

視 す るが、 「つな ぐ」とは単 に社会空 間的 要素 をネ ッ ト

ワーキ ン グ してい くこ とに とどま らず、子 ども達 が本

当に求 めてい るこ ととそれ を助 ける手だ て とをつ ない

で い くこ とな ど、 多彩 で統合 的なア プ ロー チ を要す る

もので あ ると述 べ てい る。 ここで も、退所 をめ ぐる、

むす びつ きの創 出 は、 よ りア クテ ィ ヴで柔 軟 な実践 と

して とらえて い く必 要が あ るこ とが指 摘 で きよ う。 よ

っ て、退所 を め ぐる支援 では、切 断 され た ライ フ ・ス

トー リー を紡 ぎ直す こ とと、退所 後 の安心 で き る場 を

作 り出す こ と とい う2つ の層が必 要で あ り、 これ らの

支 援 の展 開を、児 童養 護施 設 にお け る支援 の基 軸に据

え る必 要が あ る と考 え る。

5.今 後 の課題

本 稿 では、児 童養 護施 設 に入 所 してい る子 どもへ の、

退所 をめ ぐる支援 に焦 点 をあて、特 にナ ラテ ィヴ ・ア

プ ローチ を用 い て論 じてい く ことの必 要性 とそ の意義

を概 観 した。 前述 の よ うに、施 設退所 者へ の支 援 それ

自体 、法 体制 の整備 を含 め て試 行錯誤 の 中で始 ま った

ば か りで あ り、具体 的実 践 を扱 った先 行研 究 は ほ とん

ど見 られ ない。 自立支援 を め ぐる当事 者 の声 はほ とん

ど明 らか に され て きてい ない。 特に、施 設 の 中で 日々

子 どもの かか わ り、子 どもの退所 を め ぐって奮 闘 して

い るであ ろ う職 員 のま な ざしを明 らか にす るこ とは、

今後 具体的 な実 践 を問い 直 してい くた め には不 可欠 で

あ ろ う。 よっ て 当事者 の 実践へ の意味 づ けか ら、そ こ

で生 じる迷 いや葛 藤 を含 め、そ のあ り方 を明 らか に し

てい くこ とが課題 で あ る。 その ため には、 当事者 が 自

らの実践 を意味 づ けてい く過 程そ の ものに 寄 り添 うよ

うな アプ ロー が 必 要 で あ る。 本稿 で扱 った ナ ラテ ィ

ヴ ・アプ ローチ は、物 語 が変化す るプ ロセ スに 関心 を

もつ(や まだ,2007)。 退 所者 への支援 を め ぐる 当事 者 の

語 りに継 続 的に寄 り添 い、語 り手 が 自身 の実 践 を意味

づけ るプ ロセス に着 目し、 これ まで 「自立支 援」 とい

う抽象的 な言 葉 で語 られ る中で捨象 され て きた、 退所
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をめ ぐる さま ざま な葛藤 と、それ を とりま く支援 のア

クチ ュア リテ ィを、語 りの中か ら明 らか にてい くこ と

が、今後 の支援 の実 践の 改善 につ なが って い くで あろ

う。 さ らに支援 者 の語 りを、イ ンタ ビュアー との共 同

生成 的 なや りと りに よって 生み だ され る生 きも の(や

まだ,2007)と して、社 会 の変動や 当事者 のお かれ た状

況 の変化 の中 で刻一刻 と変化 す るプ ロセ ス をも含 む ア

クテ ィ ヴな行 為 と して とらえ、そ の うえで、現場 でお

こな われて い る支援 のあ りかたに近 づ く ことが 必要 で

あ る と考 える。福 祉政策 や制度 とい ったマ クロな展開

のな かでは見 落 とされ るて しまいが ちな、 人 と人 との

何 気 ないかか わ り、些細 な出来 事で も分か ち合 い、相

談 しあえ る関係 性 、そ してそ の中か ら達成 され る支 え

合 い、励 ま し合 い に寄 り添い なが ら、今 後 、支援 のあ

り方 を模 索 してい きたい と考 える。
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注

1「 大 学等へ の進 学」 は、平 成22年5月 時点 で、大

学 等(専 修学校 も含 む)へ 進 学 した子 ど もの数 。 これ

に対 し、全 国の 高卒者 の大学 等進学 率 は54%で あ り、

施 設 出身 者 との大 きな格 差 が問題視 され てい る。

2全 国児童養 護施 設協 議会 ・調査 研究 部(2006)「 児童

養護 施設 にお け る子 どもた ちの 自立支 援 の充実 に 向け

て一 平成17年 度児 童養護 施設 入所児 童 の進路 に 関す

る調 査報 告書 」によれ ば、平成16年 度 に卒 業 した高卒

児童(840人)の うち、就職 した児童 は631人 で、そ

の うち、平成17年 度 中 に離職 した ものは198人 で、全

体 の31.4%を 占 める。

3京 都 市の 取 り組 み の抜粋。(2010年2月2日 付京

都新 聞 よ り)

「京都 市 内で は、8カ 所 の施設 で毎年10人 前後 が退

所す る。退 所後 も施 設職員 が継続 して 見守 りを続 けら

れ る よ う、非 常勤職員1人 分の人 件費 を新 た に補 助す

るほか、退 所児 童 の居 住場 所 と して施設 が借 り上 げた

アパ ー トな どの家賃 の一部(月 額 最大約3万 円)を 支

援す る。 また 、退所 前か ら就労 を促す た め、 臨時職

員の人 件費 を補助 す る制度 も設 ける。厚 生 労働省 に よ

る と、退所者 の 大半 は就職せ ず に家庭 に戻 ってお り、

就職 して独 立す るケ ース は2割 に とどまっ てい る。 市

児 童家庭 課 は 「補 助制 度 の新 設 で、退所者 が 自立 して

生活 を送 れ る よ う支援 を強 化 したい 」 と してい る。

(2010年02月02日12時30分)」

(博士後期課程 ・日本学術振興会特別研究員)
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